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パートナーシップなかしべつ提言検証結果 
 

（１）情報共有のための具体的な解決策案 

① 広報紙のあり方（町民への情報発信） 

番号               提 言 書 内 容 

１ ア 
キャッチコピー、視覚的アピールが不足している。読ませる努力が必要である。また、文

字の大きさを検討するなど、読みやすさも必要である。 

２ イ 各部局の連携により、情報紙の一元化を行い、情報をわかりやすくする。 

３ ウ 広報作成を民間委託する、スポンサーを取るなどを検討する。 

４ エ 
生徒・学生を含めた町民から広く広報作成ボランティアを募集し、活用する。 

また、アンケートなどを行ない、町民のニーズを把握する。 

５ オ 
広く町民の目に触れるように、企業などの協力を得て、公共施設以外での広報紙の閲覧推

進を行なう。他にも空港に置くなど、町民以外にも情報発信を行なう。 

●検証結果 

  広報紙のあり方については、他市町村の広報紙と比較し検討を行った。 

  他市町村の広報紙では、白黒の広報や、写真が少ない広報もあり、ページ数を増やすことで白黒に

すると読みづらいので、基本は現状を維持してほしい。 

  現予算の範囲では、ページ数 12 ページであり、その中で写真や色使い、記事の内容（高齢者向け

など）で、字の大きさ等考慮し毎月発行している。 

文字の大きさを１ポイント上げることにより、２ページ増え、対応する予算も 823 千円増額とな

るため、予算の範囲内で読みやすくなるよう検討する。 

  広く町民に町政情報を伝える広報紙は住民サービスに直結することから読みやすい広報紙を制作

するため、専門研修への参加、広報広聴専門誌を購読するなど担当職員の能力の向上を図る。また、

読みやすいフォントの導入として、誰にも見やすく優しい書体とされるユニバーサルデザイン書体の

使用について検討する。 

「広報なかしべつ」と「らいふまっぷ」を一綴りにする方が良いという意見と、現状のように分け

てある方が見やすいという意見がある。予算的にも広報に挟み込むことで安価となり、現状維持とす

る。また、生涯学習社会の実現に向けて、生涯学習情報を幅広く町民に提供するにあたり、専門性の

高い記事内容が求められることから生涯学習担当部局の編集のもとで別に作成した方が町民にとっ

てもわかりやすい情報誌を提供することができる。 

  「広報なかしべつ」の民間委託については、今後の検討事項であり、「らいふまっぷ」についても、

指定管理者である文化スポーツ振興財団で発行できないか検討しているが、障害となる事項があり、

現状継続とする。 

  企業広告については、スペースがないため、現状以上の広告枠は必要ないが、広告料収入により予

算が繁栄されれば、ページを増やすこともできるが、現行予算内では、現状以上の広告枠は必要ない。 

  広報紙へのアンケート調査は実施しているが、平成 20 年 4 月から各種団体・学校などの記事を募

集し、催し案内や各種お知らせ、取り組みを紹介するコーナー「みんなの広場」を偶数月に掲載して

いる。「みんなの広場」で紹介する各種団体、学校等の募集も行っており、不定期ではあるが、町民

からの照会及び応募があるので、町民活動を周知する媒体は必要であることから、今後ともページを

確保し継続する。 

  公共施設以外での広報紙閲覧推進は、増刷すると予算も増額しなければならないなど発行部数に限

りがあり、基本的に、広報紙は全戸配布しているので、現状維持とする。広く町民の目に触れるよう

ホームページにて広報紙の閲覧・ダウンロードを可能としている。また、町内公共施設８カ所に設置

しているキオスク端末からインターネットが接続可能なことから、ここからも広報紙の閲覧が可能と

なっている。 
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●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

1 読みやすさの検討 検討 現状継続 現状継続 検討 総務課 情報化推進・広報調査係 

2 情報紙の一元化 検討 現状継続 現状継続 現状継続 総務課 

生涯学習課 

情報化推進広報調査係 
生涯学習指導班 

3 作成民間委託・スポンサー 検討継続 現状継続 現状継続 現状継続 総務課 

生涯学習課 

情報化推進広報調査係 
生涯学習指導班 

4 作成ボランティア 検討 検討 検討 検討 総務課 情報化推進・広報調査係 

5 閲覧推進 検討 現状継続 現状継続 現状継続 総務課 情報化推進・広報調査係 

 

 

② 議会のあり方（町民への情報発信） 

番号               提 言 書 内 容 

6 ア 
議会によるまちづくり懇談会を開催する。委員会の傍聴をしやすくする。議会放送をケーブ

ルＴＶで広く発信するなど、できるだけ多くの町民と情報の共有をする。 

7 イ 議会傍聴サークルを、町民が組織し、積極的に参加する。 

●検証結果 

  議会改革特別委員会と研究会との意見交換会を実施した結果、「議会によるまちづくり懇談会を実

施する。」については、21 年、初めて、８月に議会報告会を２会場で開催した。 

  町民も議会やまちづくりについて、意見が言える機会、場所があれば良いと思っており、議会との

懇談会や意見交換会、議会傍聴などの企画運営を行う町民団体をつくり実行することも必要であるが、

傍聴者が増加しているもののその動きは無い。今後も町民によるまちづくり団体での企画運営ができ

ないか検討する。 

  本議会の模様を一般来庁者や職員にも聞けるよう庁内放送で音声を流したり、3 階ロビーにモニタ

ーテレビを設置して気軽に傍聴できる環境が整備された。 

各委員会等の開催は、行事案内板に掲示、行政報告の文章配付、傍聴者への審議資料の提供などは

随時実施している。委員会の傍聴については、現在でも傍聴は可能である。町民も活用すべきである。 

  議会放送をケーブルＴＶで広く発信するについては、ケーブルＴＶでは莫大な初期投資が必要であ

り、それに変わるものとして現在、民間で開設されたＦＭコミュニティ放送の利用が想定され、議会

放送の可能性について、検討する。 

  また、インターネット放送で中継している町もあり、今後、議会放送について検討する。 

 

●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

6 
議会放送（庁内放送・モニタ

ー・報告会等） 
検討 検討 検討実施 検討実施 議会事務局  

7 傍聴サークル 検討 検討 検討 検討 町民組織 （協働推進係） 
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③ ホームページのあり方（町民と町民以外への情報発信） 

番号               提 言 書 内 容 

8 ア 各課のホームページを作成し、的確な情報提供を行なう。  

9 イ 統計情報、データベース、行政情報ライブラリーなどを設ける。 

10 ウ 意見を書き込める形式にする。  

11 エ 担当別のブログを作成する。 

12 オ ページ内の関連する箇所とリンクを張り、相互に行き来できるようにする。 

13 カ ボランティアや各種団体のデータベース化が必要である。 

●検証結果 

  各課ホームページは実施済みであり、更新については各課に任せているが、リアルタイムの情報提

供に意識付けを行う。 

  統計情報は、「ようこそ中標津へ」のページのなかで閲覧可能となっている。今後は定期的に更新

していく。 

  意見の書き込みも「ご意見、ご提案、ご相談コーナー」を設け、直接各担当課にメール送信できる

ほか、代表メールでも随時意見を受けている。町長あてのメールコーナーについては、メールアドレ

スを公開する方式ではなく各課問い合わせコーナーの中に項目を設置して意見を受け付ける方式と

している。 

  担当別のブログは、日常業務を遂行するなかで、職員個人がブログを作成し運営することは、負担

が大きく、時間的にも余裕がないと思われるが、情報発信する際のガイドラインの内容検討、必要作業

などを検証する上で、試験的にホームページ担当者の取材活動を記したブログを作成し運用してみるこ

ととする。 

  町のホームページへのリンクについては原則自由となっている。また、町ホームページからのリン

クについても基準を設け対応している。町ホームページは、たくさんの情報が掲載されている。 

  ボランティア団体や各種団体の情報については、社会福祉協議会のホームページで公開されており

ましたが、リニューアルされ公開されていません。今後、社協とも協議し、開設に向け企画課のホー

ムページにリンクされるよう検討を要する。また、新たな基金や助成制度を創設を検討し、登録制度

の導入を図りたい。 

   

●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

8 各課ホームページ 実施済 継続 継続 継続 総務課 情報化推進・広報調査係 

9 統計・行政情報ライブラリー 実施済 継続 継続 継続 総務課 情報化推進・広報調査係 

10 意見の書き込み 実施済 継続 継続 継続 総務課 情報化推進・広報調査係 

11 担当別ブログ 実施不可能   検討 総務課 情報化推進・広報調査係 

12 関連リンク 実施済 継続 継続 継続 総務課 情報化推進・広報調査係 

13 各種団体データベース 実施済 継続 検討 検討 企画課 協働推進係 
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④その他の情報提供システムについて 

番号              提 言 書 内 容 

14 ア 公共施設に、町政情報コーナーを充実させる。 

15 イ パブリックコメントの導入を図る。 

16 ウ 最新の行政ニュースが即時にわかるようにする。 

17 エ 広報紙、ホームページ、広報車以外にもコミュニティＦＭなどの発信方法を工夫する。 

18 オ 
観光案内所の設置場所の再検討が必要である。町民以外の人が立ち寄りやすいバスターミ

ナルなどにあるべきではないか。 

●検証結果 

  町政情報コーナーはキオスク端末だけではなく、庁舎１階にある「まちづくり情報コーナー」のよ

うなものを、図書館や現在まちづくり団体で検討している、町民活動拠点施設に設置し、新しい行政

情報を自由に引き出せると便利である。町民活動拠点施設設置と合わせ検討する。各施設への閲覧ス

ペースについては、キオスク端末が現在８ヶ所（役場・支所・文化会館・図書館・町立病院・体育館・

保健センター・総合福祉センター）に設置されており、町のサイトから検索出来る状況であり、経費

面・スペースの確保を考えると、ペーパーでの閲覧は当分本庁一ヵ所とする。また、キオスク端末は

設置から８年が経過し、機器の更新時期も迫りタッチパネルや機械の故障が増加している。家庭での

インターネット普及率は上昇しているが、今でもインターネット環境にない町民や各施設での情報発

信端末としての利便性を考慮し、現状継続を基本とし、キオスク端末の更新は新たな機器（安価なタ

ブレット型端末等）の設置も視野にいれ、今後調査・検討する。 

  パブリックコメントについては、協働推進係が窓口となり、21 年の４月より導入している。２１

年度は「中小企業振興基本条例」のパブコメを実施した。22 年度は、第６期総合発展計画、都市計

画マスタープラン、生涯学習推進計画、スポーツ振興基本計画、子どもの読書活動推進計画、食育推

進計画のパブコメを実施した。 

  最新の行政ニュースの提供では、現在行っている出前講座のメニュー化を行い、活用されている。 

  FM コミュニティ放送は、２０年９月にＦＭなかしべつ放送局が開設され、行政情報、議会情報、

防災情報など、行政放送として、１日３回、１０分～１５分の放送枠で情報の発信が可能となった。 

  観光案内所の設置場所については、現在、経済センター内に設置され、中標津町観光協会が中標津

町商工会に委託し運営しています。協会の独立に向けた検討がスタートしたところであり、独立する際

の核となり得る施設と考えられ、この検討の中で設置場所や運営方法など具体的な内容を決定していく

こととしている。その間(平成 24 年度中を予定)は現在の場所で案内業務を行うこととしている。また、

21 年度から引き続き、案内業務履行場所を明確にするため、町に問い合わせがあった場合、極力現案

内所を紹介するなどの措置を取り、知名度のアップ・利用者の増加を図るよう取り組んでいる。 

 

●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

14 町政情報コーナー充実 検討 検討 現状継続 検討 総務課 情報化推進・広報調査係 

15 パブリックコメント導入 検討 検討 実施 継続 企画課 協働推進係 

16 
最新行政ニュース提供（出前

講座メニュー化） 
実施済 継続 継続 継続 企画課 企画調整係 

17 コミュニティ FM 放送設立 検討 実施 継続 継続 民間企業 （経済振興課） 

18 観光案内所の充実 検討 一部実施 検討 検討 観光協会 （観光振興係） 
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（２）対等な関係を築くための具体的な解決策案      

①パートナーシップの基盤強化 

番号              提 言 書 内 容 

19 ア 
町民の意識を高める 

町民として地域社会に関心を持ち、社会貢献活動などに参加する。 

20 イ 
企業の意識を高める 

企業も社会貢献活動に参加する意識が必要である。 

21 
行政の意識を高める 

町民とのコミュニケーションを積極的に行なう。 

22 

ウ 

役場職員は率先して社会貢献活動に参加する。 

23 
町内会の取り組みを強化する 

町内会連合会の役割を再認識する。 

24 町内会の実態調査などを行い、現状を把握する必要がある。 

25 現在は町内会の間に格差があるので、町内会再編の検討が必要である。 

26 

エ 

町内会の内部がコミュニケーション不足であると同時に、行政と町内会もコミュニケーシ

ョン不足である。地域課題解決などについては、今まで以上に行政と町内会が密接に連携

する必要がある。 

●検証結果 

  まずは、お互いに知ることから始まる。そのためにも「情報発信」「情報共有」は大切である。 

「ごみゼロの日」清掃奉仕活動への参加のほか、町内会独自に一斉清掃や防災訓練など自主的な取組

への参加を勧めている。 

現在の中標津町全町内会連合会は、各単位町内会に対し主として行政の情報提供をしているのみであ

り、「FM はな」に依頼し各町内会の行事を周知してもらうこと等も検討する。 

  企業も公共看板の清掃などを実施するなど、２０年度から企業や団体による社会貢献活動や地域貢

献活動に取組む機運が高まっている。 

また、建設業協会では「防災に関わる協定」を町と結んでおり、防災の情報提供を行うことになっ

ている。 

２１年度より、社会貢献活動原材料等支給制度が創設され、ＰＲ不足もあり、3 団体と活用実績が

少ない状況でありましたが、22 年度は 5 団体となり、団体、企業による社会貢献活動も定着してい

ている。 

  各町内会の役員に役場職員がおり、さまざまな行政情報を発信している。今後も、町内会活動の意

識を高めてほしい。 

  また、各サークル活動やスポーツ指導者など、様々な社会貢献活動も行っている 

  町内会の取り組みは、生活課が関与するも自主的な活動は町内会そのものが行うもので、その上部

組織として、全町内会連合会がある。 

町内会活動の活性化については、町内会単位での防犯、防災活動等が会員のコミュニケーションを

向上させる方法として有効であるが、各町内会に取組の格差があり、特に単身の高齢者等の加入促進

について、検討する。 

  また、行政としても、町内会活動を活発化、町内会格差を埋めるため、町内会役員を対象とした勉

強会、講習会やリーダー研修などの実施を検討する。 

20 年度は町内会で活動する者同士の情報交換や課題認識や改善の取組を考える場「まちづくり活

動講座」を開催した。 

21 年度に実施した活動拠点施設に係る町内会館の利用状況調査と連動して、町内会館のあり方を

通じて、町内会そのものの実態を把握し、再編を含めた検討を働きかけていくこととしたい。 
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●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

19 
町民の社会貢献活動参加 

町内会活動への参加 
検討 検討実施 検討 検討 町民 （交通町民相談係） 

20 企業の社会貢献活動参加 検討実施 検討実施 実施 継続 企業 （協働推進係） 

21 
町民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

町内会活動への参加 
継続 継続 継続 継続 職員 （協働推進係） 

22 
職員の社会貢献活動参加 

町内会活動への参加 
継続 継続 継続 継続 職員 （協働推進係） 

23 
町内会活動活発化 

全町内会連合会の役割 

24 町内会の実態調査 

25 町内会再編 

検討 検討 検討 検討 

全町内会連合会 

各町内会 

町民 

（交通町民相談係） 

26 町内会と行政との連携 検討 検討実施 検討 検討 
全町内会連合会 

（生活課） 
（交通町民相談係） 

 

 

② パートナーシップの拠点設置「団体と団体」、「団体と行政」の接点（つなぎ役）をつくる必要性が

ある。  

番号 提 言 書 内 容 

27 ア 
担当部署設置の必要性 

役場内にパートナーシップ担当部署を設置する。 

28 イ 

仕組みや支援体制の必要性 

パートナーシップを進めるために、町民が活動しやすい仕組みや支援体制の整備が必要で

ある。 

29 

拠点づくりの必要性 

住民が気軽に立ち寄り、まちづくりの情報を得ることができ、意見交換が可能な拠点づく

りを行なうことが重要である。 

30 

ウ 

まちづくりセンター、コミュニティルーム、ＮＰＯ活動センターなどの設置 

●検証結果 

  ２０年度より、市民活動促進や町民の自立促進を目的とする、市民活動をサポートする担当窓口と

して、協働推進係を設置した。 

  また、パートナーシップの拠点づくりについては、札幌市や江別市の先進地視察などを行い、 

 どのような拠点施設が望ましいか、町民組織において検討するため、「まちづくりの拠点を考えるミ

ニフォーラム」を開催し、必要性をアピールできたが、その後の検討ができなかった。そこで、相互

協力協定を結んでいる北海道教育大学釧路校との協働によるアンケート調査を実施し、町内会や各種

団体の活動状況及び各種会館や施設の利用状況等を取りまとめ、まちづくり拠点設置の意向を分析し、

検討会を開催する予定で、問題点等を検証することとしている。 

  現在は、町民や団体活動に必要な情報や意見交換の機会が少なく、他団体の活動内容や状況 

の把握がしにくい状況である。そのため、人と人が集まり、情報や意見交換を行い、自己の活動に関

する知識を学ぶことができる拠点施設は重要なものと考える。 

  また、設置された際には、防犯、防災などの行政情報や議会情報など積極的な情報提供がで 

きるため、役場職員も、積極的に拠点施設を活用し、町民とのコミュニケーションを図るなど、拠点

施設の可能性は大きいと考える。 

  町民組織の検討状況を見ながら、行政からの支援も検討しなければならない。 
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●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

27 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ担当部署設置 検討 実施 継続 継続 企画課 協働推進係 

28 仕組みや支援体制整備 

29 町民活動拠点設置 

30 まちづくりセンター等設置 

検討 検討 検討 検討 
企画課 

町民団体等 

協働推進係 

 

 

 

③ パートナーシップへの参画推進  

番号              提 言 書 内 容 

31 
既存の仕組みの充実 

まちづくり出前講座の充実を図る。講座メニューを作成し、計画的に実践していく。 

32 まちづくり懇談会はテーマを絞って行ない、双方の意見交換を充実させる。 

33 

ア 

各種説明会などの内容の充実を図る。 

34 
意見交換会など、実際に話し合う場の設置 

テーマ別に行なう意見交換の場を設置する。 

35 

イ 

行政と商工会など（団体）との意見交換の場を設置する。 

36 
研修会など、勉強する場の設置 

町民と職員の合同研修会を設置する。 

37 身近な問題の勉強会などを設置する。 

38 

ウ 

新しい情報や事例などに触れる機会を定期的につくる。 

39 
政策や計画などへの参画  

町民の政策形成や事業の企画立案への参画、実施への積極的な参加を推進する。 

40 

エ 
行政と町民が地域課題（要望）などを共に解決する仕組みや政策を検討する場が必

要である。 

41 オ 
パートナーシップのＰＲ 

パートナーシップという概念について、積極的に広報し、情報発信していく。 

●検証結果 

  まちづくり出前講座のメニュー化は平成 19 年度から実施しており、各種説明会や意見交換 

会、合同研修会など、このまちづくり出前講座で対応できると思うので、町民の積極的な活用、参加

が望ましい。肩書きを超えて、気軽に楽しく話すことができる茶話会的な場を町民組織で主催できれ

ば良い。 

  また、まちづくり懇談会についても、平成 19 年度テーマ別に日程を調整して実施したが、参加者

が少なく、20 年度より町長の意向もありテーマを設けず、対話をメインに実施したが、参加者はなか

なか増えないのが現状だ。今後も参加者を増やすため、部地区については、農繁期の状況を考慮し参加

しやすい開催時期を適宜選択するなど、方法を検討していく。 

  政策や計画などへの、参画については、策定のスタート段階から参画できる仕組みが大事であり、

学識経験者などのほかに、町民公募の仕組みの確立が必要である。また、会議の運営をしっかり行う、

コーディネーター力、ファシリテーション能力を持った町民、職員が必要であり、育成していかなけ

ればならない。企業からも参加しやすいように、「町長から要請」を行う、「協定を結ぶ」など企業の
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職員が参加しやすい仕組みも必要である。今後も、政策形成、計画策定等に伴なう策定委員会、町民

会議、職員プロジェクトチームを設置し、参画の機会を増やしていく。 

 新たな行政と町民が地域課題などをともに解決する仕組みを検討しなければならない。 

  パートナーシップのＰＲについては、実践しながら継続的に情報発信していくことが大事であり、

２０年度に実施した町内会役員や会員を対象とした「町民活動座談会」や２０年から開催している「ま

ちづくり交流広場」により引き続き取組が必要である。また、パートナーシップ推進事業の HP への

公開などにより情報発信していきたい。 

 

●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

3２ まちづくり懇談会の充実 実施 実施 検討 検討 総務課 情報化推進・広報調査係 

3１ 出前講座メニュー化 

33 各種説明会の実施 

34 テーマ別意見交換会 

35 団体との意見交換会 

36 町民と職員の合同研修 

37 身近な問題の勉強会 

38 新しい情報に触れる機会 

実施 継続 継続 継続 企画課 企画調整係 

39 

40 

政策形成・企画立案からの参画 検討 検討実施 検討実施 検討実施 
全課 

町民 
 

41 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの PR 継続 継続 継続 継続 企画課 協働推進係 

 

 

④ パートナーシップの展開        

番号             提 言 書 内 容 

42 
実 践 

パートナーシップのモデル事業を行なう。 

43 パブリックコメント、電子会議室などを検討する。 

44 

ア 

パートナーシップに馴染む公共課題を、ＮＰＯなどに委託する。 

45 
支 援 

パートナーシップ事業に取り組む際の補助制度を創設する。 

46 

イ 

共催や後援を積極的に行なう。名義後援依頼などを行ないやすい仕組みにする。 

47  １％まちづくり制度などを整備する。 

48 
評 価 

アンケート結果を施策につなげる仕組みをつくる。 

49 

エ 

事業に対して、町民と行政が評価まで行なえる場を設置する。事業評価の仕組みをつくる。 
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●検証結果 

  特にモデル事業と言わなくても、今まで実施してきていること、現在行っているパートナーシップ

事業を整理し、ＰＲすること。 

  モデル事業は、町民が参加しやすく具現化できるものがよく、行政で行っている事業を町内会にア

ウトソーシングするなどの方法もある。 

  パブリックコメントについては、１５のとおりで、電子会議室については、ＰＣの普及やインター

ネット、メールの利用率が低いので難しく、町民会議のような座談会や広く意見集約ができるような

場での意見収集が望ましい。 

  町民活動を活発化させるため、ＮＰＯ設立への支援や、ＮＰＯなどへ公共課題や公共サービスを委

託することによって、ＮＰＯ団体の自主財源が確保され、活動の可能性が広がることから、志木市や

芽室町などで行っている、ＮＰＯへの委託の仕組みが必要であることから、芽室町の「公共サービス

パートナーシップ制度」について、視察調査を行ったが、様々な面で課題があり、さらに検討してい

く。 

  共催や後援については、教育委員会、総務部を中心に要綱が整備され、積極的に行われている。 

パートナーシップ事業に対する補助制度については、現制度で、フロンティア事業推進 

補助金や、地域まちづくり補助金があり、他にも北海道などにも補助制度があり、もっと知ってもら

う、ＰＲするとともに、新しい支援制度や基金などを創設について、検討していく。 

  アンケートの回収率が３０％前後であり、もっと町民に関心をもってもらう必要がある。 

  各担当で行っているアンケート結果を、まちづくり情報コーナーや現在町民組織で設置検討してい

るまちづくり拠点で閲覧できるようにしてほしい。 

 「町民アンケート」については、２１年度より、町有施設のみから、商工会館の設置も行なった。 

  今後は外部評価も検討されるが、町民が行政に関心を持ち、自分たちが評価するという機運をつく

ることが必要である。 

 

●検討・実施計画 

実 施 年 度 
番号 検 証 項 目 

19 20 21 22 
担当課 係 

42 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟモデル事業実施 継続 継続 継続 継続 
企画課 

（全課） 
（協働推進係） 

43 パブリックコメントの導入  検討 実施 継続 企画課 協働推進係 

44 公共課題を NPO に委託 検討 検討実施 検討 検討 
企画課 

（全課） 

協働推進係 

 

45 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ補助制度の創設 

47 1％まちづくり制度の創設 

既存制度 

継続 

既存制度 

継続 

既存制度 

継続 

既存制度 

継続 

経済振興課 

建設課 

地域振興係 

街づくり推進係 

46 名義・後援依頼の仕組み 実施済 継続 継続 継続 総務課 総務係 

48 ｱﾝｹｰﾄ結果から施策への仕組み 検討実施 検討実施 検討実施 検討実施 企画課 企画調整係 

49 行政評価（外部評価）の仕組み 検討 検討 検討 検討 企画課 企画調整係 

 

【総括】 「パートナーシップなかしべつ提言」の検証は、「第 5 期中標津町総合発展計画」から「第

6 期中標津町総合発展計画」への移行をもって終了しますが、「継続」事項については、今後も実施

計画の中に反映していきますし、「検討」事項についても、実施に向け、今後も検討していきます。 

「第 6 期中標津町総合発展計画」では、「パートナーシップ」で進めるまちづくりから「協働」の

まちづくりへと名称をあらたにし提言内容を取り入れた実施計画を策定し、取り組みを継続します。 

№15 参照 


